
令和4年度都道府県単位保険料率の算定について

資料１－２ 議題１
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機密性2

【医療分】

令和４年度協会けんぽの収支見込みについては、平均保険料率を10％と設定した上で、政府予算案（診療報酬改定
等）を踏まえて算出した結果、単年度収支差は4,600億円、令和４年度末時点の準備金残高は4兆8,500億円が見込ま
れます。

収入について、収入総額は令和３年度（決算見込み）からほぼ横ばいとなる見込みです。これは、政府予算案を踏
まえると、被用者保険の適用拡大の影響によって、短時間労働の公務員が協会けんぽから共済組合への適用となる
（被保険者数が減少する）影響等によって、保険料収入がほぼ横ばいとなることによるものです。

支出について、支出総額は令和３年度（決算見込み）から800億円減少する見込みです。これは、主に、令和２年度
に拠出した拠出金等が精算されたことによって発生した戻り分（マイナス精算）の影響によって一時的に拠出金等が
減少すること等によるものです。

【介護分】

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の金額を総報酬額で除したものを基準
として算出することになります。令和４年度の介護納付金の金額や令和３年度末に見込まれる剰余分等を踏まえると、
令和４年度の介護保険料率は、令和３年度の介護保険料率1.80％よりも0.16％ポイント減少*し、1.64％となります。

なお、介護納付金については、令和４年度は1兆480億円の見込みであり、令和３年度から189億円増加する見込み
です。

これは、前々年度の介護納付金を精算した際の戻り額（令和２年度に納付した介護納付金について、実績に基づい
て精算された際に発生する協会けんぽへの返還額：約1,400億円）の影響により介護納付金を減少させる要素があるも
のの、介護給付費の増加等により増加したことによるものです。

*介護保険料率の減少は、令和３年度介護保険料率設定時には、令和２年度末に見込まれた不足分（保険料の特例納付猶予等の影響によって466億円の不足が見込まれていた。）の影響に
よる料率が加算されていたが、今回（令和４年度介護保険料率設定時）は、令和３年度末には不足分が解消される見込みであること等によるもの。

■ 令和４年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要）
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機密性2

・ 所要保険料率は、医療給付費についての調整後の保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.46%）、前期高齢者納付金等（3.44%）、保健事業
費等（0.84%）、その他収入（▲0.03%）に係る合計の保険料率（4.71%）を加算したものである。

・ 保険料率(c)は、所要保険料率には含まれていない、令和2年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分を含めて算定したものである。

・ 保険料率(d)は、保険料率(c)に、インセンティブ制度による支部毎の加減算額にかかる料率を含めて算定したものである。

・ インセンティブ制度の加算額は、令和2年度の支部総報酬額の実績に0.007％を乗じて計算するため、これを令和4年度総報酬額の見込みで除した
料率換算値は（端数も込めてちょうど）0.007％になるとは限らない。減算額も支部総報酬額の実績に基づき算定するため、料率換算値は11月に行わ
れた運営委員会のインセンティブに係る資料（資料2-1）の「令和2年度（4月～3月確定値）のデータを用いた試算」における減算する率と一致すると
は限らない。

■ 令和４年度都道府県単位保険料率の算定について

○　震災に伴う波及増の告示額が未確定（令和４年１月下旬頃確定する予定）であること等から、現時点において暫定版である。

（単位：％）

調整(b)

年齢調整 所得調整 ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ分

(a) (a+b) (a+b+4.71) (c) (d)

5.29 － － 5.29 10.00 10.00 10.00 0.000

7.13 ▲ 0.19 ▲ 0.74 6.21 10.92 10.99 11.00 0.007

全    国

佐   賀

医療給付費に

ついての調整前の

所要保険料率

医療給付費に

ついての調整後の

保険料率

所要保険料率

保険料率

(精算反映後、

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ反映前）

保険料率

(精算・ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

反映後）

（単位：％）

調整(b)

年齢調整 所得調整 ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ分

(a) (a+b) (a+b+4.71) (c) (d)

全    国
5.29 － － 5.29 10.00 10.00 10.00 0.000

佐   賀
7.13 ▲ 0.19 ▲ 0.74 6.21 10.92 10.99 11.00 0.007

 ・ 所要保険料率は、医療給付費についての調整後の保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.46%）、前期高齢者納付金等（3.44%）、保健事業費等（0.84%）、

医療給付費に

ついての調整前の

所要保険料率

医療給付費に

ついての調整後の

保険料率

所要保険料率

保険料率

(精算反映後、

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ反映前）

保険料率

(精算・ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

反映後）

佐   賀
7.05 ▲ 0.19 ▲ 0.79 6.07 10.77 10.70 10.68 ▲ 0.027

令和３年度（参考）
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■ 都道府県単位保険料率における保険料率別の支部数（暫定版）

機密性2

保険料率（％） 支部数

10.68 1

10.45 1

10.36 1

10.30 1

10.29 3

10.28 1

10.26 1

10.24 1

10.22 3

10.18 1

10.17 1

10.16 1

10.11 2

10.06 1

10.04 1

10.03 2

10.01 1

10.00 1

9.99 1

9.98 1

9.97 1

9.96 1

9.95 1

9.91 1

9.87 1

9.84 1

9.83 2

9.81 1

9.80 1

9.79 2

9.78 1

9.74 2

9.72 1

9.71 1

9.66 1

9.64 1

9.59 1

9.50 1

（令和3年度）

23

23

保険料率（％） 支部数

11.00 1

10.65 1

10.52 1

10.47 1

10.45 1

10.43 1

10.39 1

10.35 1

10.34 1

10.30 1

10.27 1

10.26 1

10.25 1

10.22 1

10.21 1

10.18 2

10.15 1

10.14 1

10.13 1

10.09 2

10.03 1

9.99 1

9.96 2

9.95 1

9.94 1

9.93 1

9.91 2

9.90 1

9.89 1

9.85 1

9.83 1

9.82 1

9.81 1

9.77 1

9.76 1

9.75 1

9.73 1

9.71 1

9.67 1

9.66 1

9.65 1

9.61 1

9.51 1

（令和4年度）

23

24


